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（１）「埼玉県人施策推進指針」改定の経緯

時 期 項 目

平成２３年

４月 第１回埼玉県人権政策推進会議・企画調整委員会の開催

７月 第２回埼玉県人権政策推進会議・企画調整委員会の開催

７月 第１回埼玉県人権施策推進懇話会の開催

９月 第２回埼玉県人権施策推進懇話会の開催

９月 第３回埼玉県人権政策推進会議・企画調整委員会の開催

９月 第３回埼玉県人権施策推進懇話会の開催

１１月

～１２月

｢(改定)埼玉県人施策推進指針(案)」に対する

県民コメントの実施

関係団体・市町村への意見募集

平成２４年

１月
第４回埼玉県人権政策推進会議・企画調整委員会の開催

１月 第４回埼玉県人権施策推進懇話会の開催

３月 「（改定）埼玉県人権施策推進指針」策定

１ 改定の策定経緯及び関連要綱
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（２）埼玉県人権施策推進懇話会設置要綱及び委員名簿

埼玉県人権施策推進懇話会設置要綱

（設置）

第１条 県民一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指して、県政のあらゆる分野で人

権尊重の視点に立った施策を総合的かつ効果的に推進するため、県が取り組むべき人権問

題の課題、人権施策の方向性等を明らかにした「埼玉県人権施策推進指針」を改定するに

当たり、広く学識経験者の意見を求めるため、人権施策推進懇話会（以下「懇話会」とい

う。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 懇話会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を知事に提言する。

（１）埼玉県の人権施策の基本的な考え方及び取り組むべき推進方策等の人権施策推進のあ

り方に関すること。

（２）その他知事が必要と認める事項に関すること。

（委員）

第３条 懇話会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員１２名以内で組織

する。

２ 委員の任期は委嘱の日から１年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は前任

者の残任期間とする。

（座長及び副座長）

第４条 懇話会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 座長は懇話会の会議を主宰する。

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代行する。

（会議）

第５条 懇話会は、必要に応じ、座長が招集し、その議長となる。

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員の一部をもって構成する小委員会を設置する

ことができる。

３ 座長は、必要があると認めるときは、懇話会及び小委員会に委員以外の者の出席を求め

ることができる。

４ この懇話会は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑

に議事運営に著しい支障が生じると認められる場合は、出席者の過半数で決し、可否同数

のときは座長の決するところにより、非公開とすることができる。

（庶務）

第６条 懇話会の庶務は、県民生活部人権推進課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営について必要な事項は座長が別に定め

る。

附 則

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。
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埼玉県人権施策推進懇話会委員名簿

氏 名 所 属 ・ 役 職 等

石 井 ナナヱ
特定非営利活動法人

ふじみ野国際交流センター理事長

市 村 彰 英
公立学校法人埼玉県立大学

保健医療福祉学部社会福祉学科准教授

○伊 藤 一 枝
弁護士

埼玉県人権擁護委員連合会会長

佐 藤 佳 弘 武蔵野大学大学院教

関 口 隆 一
埼玉県立精神保健福祉センター

副センター長（精神科医）

中 野 洋 恵
独立行政法人国立女性教育会館

研究国際室長

松 下 年 子
埼玉医科大学保健医療学部

看護学科 大学院看護研究科教授

三 村 隆 男 早稲田大学大学院教職研究科教授

宮 寺 由 佳 浦和大学総合福祉学部准教授

◎横 島 章 宇都宮大学名誉教授

◎：座長、○：副座長 （５０音順、敬称略）
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（３）埼玉県人権政策推進会議設置要綱

（設置）

第１条 県民一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指して、県政のあらゆる分野で人

権尊重の視点に立った施策を総合的かつ効果的に推進するため、埼玉県人権政策推進会議

（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）人権政策の総合的な企画・調整に関すること。

（２）人権施策に係る基本的な方針の策定・推進に関すること。

（３）その他人権施策推進に係る重要事項に関すること。

（構成）

第３条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

２ 議長は、知事とする。

３ 副議長は、県民生活部を所管する副知事の職にある者をもって充てる。

４ 委員は、別表第１の職に掲げる者をもって充てる。

（会議）

第４条 推進会議は、議長が招集し、主宰する。

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

３ 議長は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

（幹事会）

第５条 推進会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

３ 幹事長は、県民生活部長の職にある者をもって充てる。

４ 副幹事長は、人権推進課を所管する県民生活部副部長の職にある者をもって充てる。

５ 幹事は、別表第２の職にある者をもって充てる。

６ 幹事会の会議は、幹事長が招集し、主宰する。

７ 幹事長は、必要に応じ、検討事項ごとに一部の構成委員により幹事会を開催することが

できる。

８ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に構成員以外の者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。

９ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

（専門部会の設置）

第６条 幹事長は、推進会議の審議事項のうち、専門的事項の調査及び調整を行うため専門

部会を設置することができる。

２ 専門部会の設置及び運営に関しては、幹事長が別に定める。

（庶務）

第７条 推進会議の庶務は、県民生活部人権推進課において処理する。
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（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は議長が別に定

める。

附 則

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

〈 略 〉

附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

別表第１（第３条関係）

副知事、公営企業管理者、病院事業管理者、下水道事業管理者、知事室長、企画財政

部長、総務部長、県民生活部長、危機管理防災部長、環境部長、福祉部長、保健医療

部長、産業労働部長、農林部長、県土整備部長、都市整備部長、会計管理者、教育長、

警察本部長、議会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、地方労働委員会事

務局長

別表第２（第５条関係）

部 局 名 委 員

企画財政部 企画総務課長

総 務 部 人事課長

県民生活部 人権推進課長

危 機 管 理 防 災 部 危機管理課長

環 境 部 環境政策課長

福 祉 部 福祉政策課長

保健医療部 保健医療政策課長

産業労働部 産業労働政策課長

農 林 部 農業政策課長

県土整備部 県土整備政策課長

都市整備部 都市整備政策課長

会計管理者 出納総務課長

企 業 局 総務課長

病 院 局 経営管理課長

下 水 道 局 下水道管理課長

議会事務局 総務課長

監査事務局 監査第一課長

人事委員会事務局 総務給与課長

地方労働委員会事務局 審査調整課長

教 育 局 人権教育課長

警 察 本 部 総務課長
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（４）埼玉県人権政策推進会議専門委員会設置要領

（設置）

第１条 埼玉県人権政策推進会議設置要綱（平成１３年４月１日施行）第６条の規定に基

づき、専門委員会として企画調整委員会及び同和対策委員会を設置する。

（所掌事務）

第２条 企画調整委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）人権施策推進指針に関すること。

（２）人権教育・啓発の推進に係る総合的な調整に関すること。

（３）新たな人権課題への対応に関すること。

（４）その他人権施策推進に関して埼玉県人権政策推進会議幹事会幹事長（以下「幹事長」

という。）が必要と認めた事項に関すること。

２ 同和対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

（１）同和対策事業に関すること。

（２）同和関係団体への対応に関すること。

（３）その他同和問題に関して幹事長が必要と認めた事項に関すること。

（構成）

第３条 各委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

２ 各委員会の委員長は、埼玉県人権政策推進会議幹事会副幹事長の職にある者をもって

充てる。

３ 各委員会の副委員長は、県民生活部人権推進課長の職にある者をもって充てる。

４ 各委員は、別表に掲げる課室長をもって充てる。

（会議）

第４条 会議は、委員長が招集し、主宰する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

３ 委員長は、必要に応じ、検討事項ごとに一部の構成委員による委員会を開催することが

できる。

４ 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の職員の出席を求めることがで

きる。

（作業部会）

第５条 委員長は、専門的事項の調査及び調整等を行うため作業部会を設置することがで

きる。

（報告）

第６条 委員長は、各委員会における審議事項を適宜幹事長に報告するものとする。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、県民生活部人権推進課において処理する。
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（その他）

第８条 この要領で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別

に定める。

附 則

１ この要領は、平成１６年７月１６日から施行する。

２ 埼玉県人権政策推進会議専門部会設置要領（平成１５年４月１日施行）は、廃止する。

附 則

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。

( 略 )

附 則

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

企画調整委員会

部 局 名 委 員

企 画 財 政 部 情報企画課長

総 務 部 学事課長

県 民 生 活 部 人権推進課長、国際課長、男女共同参画課長、防犯・交通安全課長

福 祉 部 福祉政策課長、社会福祉課長、高齢介護課長、障害者福祉推進課長、

障害者自立支援課長、子育て支援課長、こども安全課長

保 健 医 療 部 医療整備課長、健康づくり支援課長、疾病対策課長

産 業 労 働 部 産業労働政策課長

農 林 部 農業政策課長

教 育 局 特別支援教育課長、生涯学習文化財課長、人権教育課長

警 察 本 部 総務課長


